
平

成

三

十

年

五

月

二

十

三

日

衆
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
抄
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
け
る
、
社
会
生
活
上
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
過
大
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と
等
の
要

件
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
、
勧
誘
の
態
様
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
当
た
っ

て
適
切
な
判
断
を
行
う
た
め
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
が
過
大
な
不
安
を
抱
く
こ
と
な
ど
を
い
う
も
の
と
し
、
年
齢
に
か
か
わ
ら

ず
当
該
経
験
に
乏
し
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
法
解
釈
に
つ
い
て
消
費
者
、
事
業
者
及
び
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係

機
関
に
対
し
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
本
規
定
の
実
効
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

二

法
第
九
条
第
一
号
に
お
け
る
「
当
該
事
業
者
に
生
ず
べ
き
平
均
的
な
損
害
の
額
」
の
立
証
に
必
要
な
資
料
は
主
と
し
て
事
業
者
が
保
有
し
て
お

り
、
消
費
者
に
と
っ
て
当
該
損
害
額
の
立
証
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
損
害
賠
償
額
の
予
定
又
は
違
約
金

を
定
め
る
条
項
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
把
握
を
進
め
た
上
で
、
「
平
均
的
な
損
害
の
額
」
の
意
義
、
「
解
除
に
伴
う
」
な
ど
の
本
号
の
他
の
要
件

に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
検
討
を
加
え
た
上
で
、
当
該
損
害
額
を
法
律
上
推
定
す
る
規
定
の
創
設
等
の
立
証
責
任
の
負
担
軽
減
に
向
け
早
急
に

検
討
を
行
い
、
本
法
成
立
後
二
年
以
内
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

消
費
者
が
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
不
当
に
利
用
し
て
、
事
業
者
が
消
費
者
を
勧
誘
し
契
約
を
締
結
さ
せ
た
場
合
に
お

け
る
取
消
権
の
創
設
に
つ
い
て
、
要
件
の
明
確
化
等
の
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
を
行
い
、
本
法
成
立
後
二
年
以
内
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

参考２
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四

本
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
者
の
情
報
提
供
に
お
け
る
考
慮
要
素
に
つ
い
て
は
、
考
慮
要
素
と
提
供
す
べ
き
情
報
の
内
容
と
の
関
係
性

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
年
齢
、
生
活
の
状
況
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
も
要
素
と
す
る
よ
う
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
消
費
者
が
事
前
に
消

費
者
契
約
の
条
項
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
契
約
条
項
の
開
示
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
。

五

消
費
者
契
約
の
条
項
に
つ
い
て
解
釈
を
尽
く
し
て
も
な
お
複
数
の
解
釈
の
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
に
は
事
業
者
に
不
利
な
解
釈
を
採
用
す
る
な

ど
、
消
費
者
の
利
益
擁
護
の
観
点
か
ら
消
費
者
契
約
の
条
項
の
解
釈
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
の
ほ
か
、
「
消
費
者
」
概
念
の
在
り
方
（
法
第

二
条
第
一
項
）
、
断
定
的
判
断
の
提
供
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
）
、
「
第
三
者
」
に
よ
る
不
当
勧
誘
（
法
第
五
条
第
一
項
）
、
法
定
追
認
の

特
則
、
先
行
行
為
等
の
不
利
益
事
実
の
不
告
知
（
法
第
四
条
第
二
項
）
に
か
か
る
要
件
の
在
り
方
、
威
迫
・
執
拗
な
勧
誘
等
の
困
惑
類
型
の
追

加
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
等
の
不
当
条
項
の
類
型
の
追
加
な
ど
消
費
者
委
員
会
消
費
者
契
約
法
専
門
調
査
会
報
告
書
に
お
い
て
今
後
の
検
討
課
題
と

さ
れ
た
事
項
に
つ
き
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。

六

本
法
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
や
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
Ｐ
Ｉ
Ｏ
―
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
活
用
に
よ
る
一
層

の
連
携
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
消
費
者
の
被
害
状
況
や
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
把
握
し
つ
つ
、
消
費
者
契
約
法
の
実
効
性
を
よ
り
一
層
高
め

る
た
め
、
同
法
の
見
直
し
を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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平

成

三

十

年

六

月

六

日

参
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
け
る
「
社
会
生
活
上
の
経
験
が
乏
し
い
」
と
は
、
社
会
生
活
上
の
経
験
の

積
み
重
ね
が
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
の
判
断
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
程
度
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
社
会
生
活
上
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
過
大
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
の
解
釈
に
つ
い

て
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
、
勧
誘
の
態
様
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
当

た
っ
て
適
切
な
判
断
を
行
う
た
め
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
が
過
大
な
不
安
を
抱
く
こ
と
な
ど
を
い
う
も
の

で
あ
る
こ
と
、
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
、
本
要
件
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
霊
感
商
法
の
よ
う
に
勧
誘
の
態
様
に
特
殊

性
が
あ
り
、
そ
の
社
会
生
活
上
の
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
る
判
断
が
困
難
な
事
案
で
は
高
齢
者
で
も
本
要
件
に
該
当
し
、
救

済
さ
れ
得
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
法
解
釈
に
つ
い
て
消
費
者
、
事
業
者
及
び
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
の

関
係
機
関
に
対
し
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
本
規
定
の
実
効
性
に
つ
い
て
検
証

を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

本
法
第
四
条
第
三
項
第
五
号
に
お
け
る
「
そ
の
判
断
力
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
」
と
は
、
本
号
が
不
安
を
あ
お
る
事
業

者
の
不
当
な
勧
誘
行
為
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
の
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
た

消
費
者
を
救
済
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
号
に
よ
る
救
済
範
囲
が
不
当
に
狭
い
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
各
要

件
の
解
釈
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
法
解
釈
に
つ
い
て
消
費
者
、
事
業
者
及
び
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機

関
に
対
し
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
本
規
定
の
実
効
性
に
つ
い
て
検
証
を
行

い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
抄
）
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三

法
第
九
条
第
一
号
に
お
け
る
「
当
該
事
業
者
に
生
ず
べ
き
平
均
的
な
損
害
の
額
」
の
立
証
に
必
要
な
資
料
は
主
と
し
て
事

業
者
が
保
有
し
て
お
り
、
消
費
者
に
と
っ
て
当
該
損
害
額
の
立
証
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
「
平
均
的
な
損
害
の
額
」
の
意
義
、
「
解
除
に
伴
う
」
な
ど
の
本
号
の
他
の
要
件
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
検
討

を
加
え
つ
つ
、
当
該
損
害
額
を
法
律
上
推
定
す
る
規
定
の
創
設
な
ど
消
費
者
の
立
証
責
任
の
負
担
軽
減
に
向
け
早
急
に
検
討

を
行
い
、
本
法
成
立
後
二
年
以
内
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

高
齢
者
、
若
年
成
人
、
障
害
者
等
の
知
識
・
経
験
・
判
断
力
の
不
足
な
ど
消
費
者
が
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
事
情
を
不
当
に
利
用
し
て
、
事
業
者
が
消
費
者
を
勧
誘
し
契
約
を
締
結
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
消
費
者
の
取
消
権
（
い

わ
ゆ
る
つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
取
消
権
）
の
創
設
に
つ
い
て
、
消
費
者
委
員
会
の
答
申
書
に
お
い
て
喫
緊
の
課
題
と
し
て
付

言
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
早
急
に
検
討
を
行
い
、
本
法
成
立
後
二
年
以
内
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

本
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
者
の
情
報
提
供
に
お
け
る
考
慮
要
素
に
つ
い
て
は
、
考
慮
要
素
と
提
供
す
べ
き
情
報

の
内
容
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
年
齢
、
生
活
の
状
況
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
も
要
素
と
す
る
よ
う
検
討

を
行
う
こ
と
。

六

消
費
者
が
消
費
者
契
約
締
結
前
に
契
約
条
項
を
認
識
で
き
る
よ
う
、
事
業
者
に
お
け
る
約
款
等
の
契
約
条
件
の
事
前
開
示

の
在
り
方
に
つ
い
て
、
消
費
者
委
員
会
の
答
申
書
に
お
い
て
喫
緊
の
課
題
と
し
て
付
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
検
討

を
行
う
こ
と
。

七

消
費
者
委
員
会
消
費
者
契
約
法
専
門
調
査
会
報
告
書
に
お
い
て
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
た
諸
問
題
で
あ
る
、
「
消
費

者
」
概
念
の
在
り
方
（
法
第
二
条
第
一
項
）
、
断
定
的
判
断
の
提
供
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
）
、
先
行
行
為
等
の
不
利

益
事
実
の
不
告
知
（
法
第
四
条
第
二
項
）
に
か
か
る
要
件
の
在
り
方
、
威
迫
・
執
拗
な
勧
誘
等
の
困
惑
類
型
の
追
加
、
「
第

三
者
」
に
よ
る
不
当
勧
誘
（
法
第
五
条
第
一
項
）
、
法
定
追
認
の
特
則
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
等
の
不
当
条
項
の
類
型
の
追

加
、
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
、
抗
弁
権
の
接
続
、
複
数
契
約
の
無
効
・
取
消
し
・
解
除
、
継
続
的
契
約
の
任
意
解
除
権
な
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ど
に
つ
き
、
引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八

本
法
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
や
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
全
国
消
費
生
活
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
Ｐ
Ｉ
Ｏ
―
Ｎ
Ｅ
Ｔ
）
の
活
用
に
よ
る
一
層
の
連
携
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
消
費
者
の
被

害
状
況
や
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
把
握
し
つ
つ
、
消
費
者
契
約
法
の
実
効
性
を
よ
り
一
層
高
め
る
た
め
、
同
法
の
見
直
し

を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

参
議
院
消
法
務
委
員
会

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
抄
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
別
な
配
慮
を
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

成
年
年
齢
引
下
げ
に
伴
う
消
費
者
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
法
整
備
と
し
て
、
早
急
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
検
討
を
行
い
、
本
法
成
立

後
二
年
以
内
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

１

知
識
・
経
験
・
判
断
力
の
不
足
な
ど
消
費
者
が
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
不
当
に
利
用
し
て
、
事
業
者
が
消
費
者
を

勧
誘
し
契
約
を
締
結
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
消
費
者
の
取
消
権
（
い
わ
ゆ
る
つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
取
消
権
）
を
創
設
す
る
こ
と
。

２

消
費
者
契
約
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
者
の
情
報
提
供
に
お
け
る
考
慮
要
素
に
つ
い
て
は
、
考
慮
要
素
と
提
供
す
べ
き
情
報
の
内
容

と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
年
齢
、
生
活
の
状
況
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
も
要
素
と
す
る
こ
と
。
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